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不開示決定に際しての理由付記の在り方についての検討資料 

 
論 点 

○ 理由はどこまで具体的に記載すべきか。 
 
 
☆ 判決・答申においては、不開示決定をするに際して、不開示とする部分について根

拠条文及びその条文に該当することの根拠を示すことが必要であるとの方向性が示さ

れている。 

☆ 情報公開法の施行当初は、行政機関・独立行政法人の運用において理由付記が不十

分な例もみられたが、現状では、判決・答申の方向性に則った運用へと改善がみられ

る。 

 
１ 理由付記に関する答申・判決の例 
 
◆ 不開示とする根拠条文だけでは理由付記として不十分であり、その条文に該当する

ことの根拠をも示さなければならないとした例〔東京都条例〕 

 「公文書の非開示決定通知書に付記すべき理由としては、開示請求者において、本条例

９条各号所定の非開示事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るもの

でなければならず、単に非開示の根拠規定を示すだけでは、当該公文書の種類、性質等

とあいまって開示請求者がそれらを当然知り得るような場合は別として、本条例７条４

項の要求する理由付記としては十分でないといわなければならない」 

（最１小判平 4年 12 月 10日「警視庁情報非開示決定処分取消請求事件」） 

 不開示とする該当条項が明記されていず、理由付記が不備であるとした例 
「就職先営利企業に関する情報については、不開示とされる部分が親会社の出資比率

及び契約関係の内容等であることは、開示決定通知書中に明らかにされているものの、

不開示の根拠となる規定については、法５条２号であることが述べられているに止ま

り、同号イ及びロに掲げる二種類の情報のうちいずれに該当することを理由とするも

のかについて触れられるところがないことから、本件一部開示決定は理由付記に不備

がある違法なものと認められる。」 

［審査会の結論：理由付記に不備がある違法なものであり、また、５条１号ただし書

イ又は２号イに該当しない部分について開示すべき］ 

（審査会答申 14－85「国家公務員法第１０３条関係審査状況等（林野庁分）の一部開

示決定に関する件」） 
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◆ 個々の部分につき不開示とする該当条項が明記されていず、理由付記が不備である

とした例 

不開示部分について、「その理由として、当該情報が法５条１号及び５号に該当する

ことが該当条項とともに述べられているにすぎず、…どの不開示部分についての理由

であるのか等について明確に述べるところがない。このような原処分における一部開

示決定の理由の提示は、十分なものであるとは言い難く、行政手続法８条の趣旨に照

らし、不適切というほかはない。諮問庁においては、このような対応がこれまで繰り

返されており、今後、理由の提示について、適切に対応することは喫緊の課題である。」 

［審査会の結論：５条１号、２号イ、３号、６号に該当し、不開示とすべき］ 

（答申 15－507「外務省との面談における北方四島住民支援事業に関する特定衆議院

議員の発言記録の一部開示決定に関する件」） 

 
 部分開示ができない理由を付記しないことは違法ではないとした例 
「異議申立人は、部分開示の理由の提示に違法性がある旨を主張するが、諮問庁は、法

５条３号又は１号に該当するため本件対象文書の全体を不開示としているところであり、

このような場合に、部分開示ができない理由を付記しなければならないものとは認めら

れない。」 

（答申 14－129「博覧会国際事務局総会前後の加盟国との交渉経過を記した文書の不開

示決定に関する件」）  

 
 

２ 行政機関及び独立行政法人による不開示決定における理由付記の例 
 

不開示情報の類型ごとに整理した理由付記の例は、別添のとおり。 

＊ 行政機関及び独立行政法人に対する特別調査（平成１６年８月実施）において、不開示決定又

は部分開示決定事案について直近の５件（部分開示、不存在及び存否応答拒否による不開示事

例を１件ずつ含む）収集したものの一部 

 


























